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委託業務契約について、次のとおり公募型プロポーザルの参加者を募集しますので 

公告します。 

 

令和７年４月２５日 

奈良県知事 山下 真 

 

１．業務概要 

（１）業務名     奈良県立美術館整備基本構想策定委託業務 

（２）業務履行場所  奈良県地域創造部文化振興課が指定する場所 

（３）業務内容    奈良県立美術館整備基本構想策定委託業務公募型プロポーザル実施要

項（以下「実施要項」という。）２―(３)に示す委託内容のとおり 

（４）委託料上限金額 ２０，２９７千円（消費税及び地方消費税込み）を限度とします。 

（５）履行期限    令和８年３月１９日(木) 

                       

２．参加資格 

   次に掲げる条件を全て満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和22 年政令第16 号）第 167 条の 4の規定に該当しない者である 

こと。 

 （２）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（３）公告の日から本業務の提案書等の提出の日までの間のいずれの日においても、奈良県の

入札参加停止の措置期間中でない者であること。 

（４）会社更生法（平成 14年法律第 154 号）第 17 条の規定による更正手続き開始の申し立て

をしていない者又は申し立てをなされていない者であること。（更正手続き開始の決定を

受けた者を除く。） 

（５）平成 12 年 3 月 31 日以前に民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）附則第 2 条による廃

止前の和議法（大正 11 年法律第 72 号）第 12 条第 1 項の規定による和議開始の申し立て

をしていない者であること。 

（６）平成 12 年 4 月 1 日以降に民事再生法第 21 条の再生手続き開始の申し立てをしていな

い者又は申し立てをなされていない者であること。（再生計画の認可の決定を受けた者を

除く。） 

（７）銀行の取引停止又は差押えを受けていない者であること。 

（８）役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の刑に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しな

い者がいる法人等（法人格のない団体にあっては代表者が上記要件に該当する団体）でな

いこと。 

（９）企画提案書提出時点において、奈良県会計局の所管する奈良県物品購入等競争入札参加

資格者名簿の営業種目「Q4:検査・分析・調査業務」に登録されていること。 

（10）役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所（常時

物品購入等契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、個人にあっ

てはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」と

いう。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと。 

（11）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経

営に実質的に関与していないこと。 

（12）役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第

三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。 

（13）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接

的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していないこと。 

（14）（12）及び（13）に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難
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されるべき関係を有していないこと。 

（15）国又は地方公共団体の同種又は同類業務を過去５年間（令和２年４月１日から令和７

年３月３１日）に受託し、同期間内に履行を完了した実績を有する者であること。 

同種業務：美術館の整備に向けた基本構想・基本的な計画、方針の策定業務 

同類業務：美術館を除く博物館の整備に向けた基本構想・基本的な計画、方針の

策定業務 

 （16）本業務責任者及び業務担当者（複数名配置する場合は代表担当者）については上記(15)

の実績を有する者とすること。なお、業務責任者及び業務担当者は、兼務することは

できないものとする。 

  

３．失格事項 

  参加者が次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

 （１）複数の企画提案書等を提出したとき。 

 （２）提出のあった企画提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、

その補正に応じないとき。 

 （３）提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

 （４）企画提案書等提出期限までに所定の書類が整わなかったとき。 

 （５）その他、不正な行為があったとき。 

 

４．手続き等 

 （１）担当部局（書類の提出先及び問い合わせ先） 

     〒630-8501 奈良市登大路町 30 番地 

     奈良県地域創造部文化振興課 

     TEL：0742-27-8478      

（２）実施要項及び奈良県立美術館整備基本構想策定委託業務仕様書（以下「仕様書」という。）

の交付方法 

   令和７年４月２５日（金）から令和７年５月２３日（金）までの間に、（１）の担

当部局またはインターネットホームページ「奈良県地域創造部文化振興課」から入手

するものとします。 

   担当部局から入手の場合は上記期間のうち土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する祝日を除く９時から１７時まで（１２時か

ら１３時までの間は除く。）とします。 

 （３）参加資格確認申請書、企画提案書の提出等 

   実施要項に示すところによります。 

 （４）受託事業者の選定 

    実施要項に示すところによります。 

 

５．その他 

 （１）本業務の提案への参加に係る費用は参加者の負担とします。 

 （２）提出された企画提案書等は返却しません。 

 （３）その他については実施要項及び仕様書に示すところによります。 

 

６．公契約条例に関する遵守事項 

  本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注してください。 

（１）奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本

業務を適正に履行すること。 

（２）本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 

ア 最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第４条第１項に規定する最低賃金の適用を
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受ける労働者に対し、同法第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を

受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の

賃金（労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 11 条に規定する賃金をいう。）の支

払を行うこと。 

イ 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による被保険者（同法第３条

第４項に規定する任意継続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

ウ 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による被保険者（同条に

規定する 70 歳以上の使用される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

エ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第４条第１項に規定する被保険者について、

同法第７条の規定による届出を行うこと。 

オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44 年法律第 84 号）第４条の２第１

項の規定の届出を行うこと。 

（３）本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が

雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知

し、遵守するよう指導すること。 

 

 


